
（運用基準  様式３） 
令和２年３月31日 

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課 

「横浜市福祉のまちづくり推進指針改定にかかる市民意識調査
業務委託」契約結果 

横浜市福祉のまちづくり推進指針改定にかかる市民意識調査業務委託について、公募型プロポ 

ーザル方式で、受託候補者を特定し、次のとおり契約しました。

１  件名 横浜市福祉のまちづくり推進指針改定にかかる市民意識調査業務委託 

２  委託内容 

１ 福祉のまちづくりに対する市民の考え方の把握 

(1) 受託者の提案手法による調査、ヒアリング等の企画・運営

ア ワークショップによる意見交換（３回程度）

イ 街頭インタビュー（２～３か所）

ウ グループヒアリング（随時）

２ 会議、団体ヒアリングの運営補助 

(1) 横浜市福祉のまちづくり推進会議小委員会 １回

(2) 高齢者、障害者等の団体ヒアリング ６団体（予定）

(3) 資料の作成補助

(4) 議事録の作成

３ 市民アンケートの項目となる要素の整理 

４ 定例打合せ  

５ その他、本事業を進めていく上で必要な企画、助言・提案 

３  契約の相手方 有限会社悦計画室 

４  契約金額 ４，９３９，０００円 

５  契約日 令和２年１月 22日 

６  評価結果 

提案者 評価点数 順位 

有限会社悦計画室 432 １ 

７ 評価基準・評価委員会開催経過等 

評価委員会開催日時 令和元年 12 月 19 日 午前９時 30 分から午前 11 時まで 

評価委員会開催場所 市庁舎７階７Ｓ会議室 

評価委員出席状況 ５名中５名出席 

評価基準 別紙のとおり 

８  問い合わせ先  健康福祉局福祉保健課  ＴＥＬ：０４５－６７１－２３８７



「横浜市福祉のまちづくり推進指針改定にかかる市民意識調査業務委託」 

提案書評価基準 

１ 基本的な評価事項 

受託候補者の特定にあたっては、本市にとって最適な事業者を選定するため、公募型プロ

ポーザル方式を採用し、合計評価点の最も高い提案者を受託候補者とします。  

２ 評価点 

評価委員一人あたりの評価点の満点（加算項目含む）は105点とし、評価委員が提案書及

びヒアリングの内容をＡ、Ｂ、Ｃの３段階で評価し、以下のとおり評価点を与えます。 

※加算項目について

「ワークライフバランス・障害者雇用に関する取組」については、該当している：１点、

該当していない：０点とします。 

３ 評価点の最も高い者が２者以上あるときの対応 

(1)個々の評価委員による評価の結果、評価の高い受託者が多い方を受託候補者として特定

します。

(2)(1)を行ってもなお、受託候補者が特定できない場合は、Ｃ評価が少ない方を受託候補者

として特定します。

(3)(2)を行ってもなお、受託候補者が特定できない場合は、評価基準の「提案内容の企画力

及び実現性」の評価が高い者を受託候補者として特定します。

４ 評価委員会を欠席した評価委員の評価点の取扱い 

評価委員が評価委員会を欠席した場合、その評価委員の評価点は無効とします。 

５ 評価方法 

(1) 評価項目及びそのウェイトの詳細については、評価表のとおりです。

(2) 各評価項目について、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階評価を行います。

(3) 全ての評価項目を絶対評価により採点します。

(4) 評価委員の持ち点の合計の60％を基準点とします（評価委員５人全員が評価委員会に出席

した場合の満点は525点、基準点は315点）。基準点に達しない場合は不適格とします。 

【評価基準】 

Ａ：十分な実績がある、具体的かつ的確な内容である等   ５点 

Ｂ：実績がある、具体的な提案である等    ３点 

Ｃ：実績がない、具体的な内容ではない等    ０点 



Ａ Ｂ Ｃ

1.1
行政機関に対する福祉のまちづくりやバリア
フリーに関するコンサルティング業務の実績
（過去５年間）

十分な実績がある 実績がある 実績がない ×２ 10

1.2
福祉のまちづくりやバリアフリー施策に関す
る業務の実績（過去５年間）

十分な実績がある 実績がある 実績がない ×2 10

2.1 業務目的の理解 十分に理解している 理解している 理解されていない ×２ 10

2.2 業務目標の達成及び受託に必要な能力 十分に能力がある 能力がある 能力がない ×１ 5

2.3 提案内容の企画力及び実現性
具体的かつ魅力的な
に用である

具体的な内容である
具体的な内容ではな
い ×2 10

2.4 提案内容の独自性や強み
具体的かつ的確な内
容である

具体的な内容である
具体的な内容ではな
い ×2 10

2.5 提案内容の将来的な展望
将来的な展望が具体
的であり、かつ十分
な内容である

将来的な展望が考慮
されている

将来的な展望が考慮
されてない ×２ 10

2.6
本業務に対する実施体制（従事するスタッフ
の確保）

具体的かつ的確な内
容である

具体的な内容である
具体的な内容ではな
い ×1 5

2.7
本業務の従事者の能力・実績（資格や経験内
容・年数等）

十分に有用である 有用である 有用でない ×１ 5

2.8 スケジュール管理
具体的かつ業務遂行
に十分な内容である

具体的な内容である
具体的な内容ではな
い ×１ 5

3.1 取組意欲 特に優れている 優れている 優れていない ×２ 10

3.2 アピールポイント 特に優れている 優れている 優れていない ×２ 10

加算項目

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業
主行動計画を策定し、労働局に届け出ている
※従業員101人未満の場合のみ加算

該当している 該当していない ×１ 1

女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律に基づく一般事業主行動計画を策定し、
労働局に届け出ている
※従業員301人未満の場合のみ加算

該当している 該当していない ×１ 1

次の認定のうち、いずれか１つ以上を取得し
ている
・次世代育成支援対策推進法に基づく認定
・女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律に基づく認定
・若者雇用促進法に基づく認定

該当している 該当していない ×１ 1

よこはまグッドバランス賞の認定を取得して
いる

該当している 該当していない ×１ 1

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.2％
を達成している（従業員45.5人以上）、又
は障害者を１人以上雇用している（従業員
45.5人未満）

該当している 該当していない ×１ 1

合計 105

「横浜市福祉のまちづくり推進指針改定にかかる市民意識調査業務委託」提案書評価基準表

上限配点

重み 上限配点

評価項目 重み
評価

評価の着目点

評価項目

3
ヒアリング

（20点）

2

提案内容

（60点）

評価の着目点

業務実績に関
する項目

（20点）

ワークライフ
バランス・障
害者雇用に関

する取組
（５点）

評価

1
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